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Ⅰ 年金制度関係
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１．最近の公的年金制度の動向
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年金制度の仕組み

○年金給付は、「３階建て」の構造。（基礎年金、厚生年金（報酬比例年金）、企業年金・個人年金）

○１・２階部分の公的年金が国民の老後生活の基本を支え、３階部分の企業年金・個人年金と合わせて老後生活の
多様なニーズに対応。

基礎年金
（第１号被保険者であった期間）

基礎年金＋厚生年金（報酬比例年金）
（第２号被保険者であった期間）

基礎年金
（第３号被保険者であった期間）

基 礎 年 金 

厚生年金（報酬比例年金）

確定拠出
年金（企業型）

確定給付
企業年金

（代行部分）

厚生年金
基金

退職等
年金給付

国
民
年
金
基
金

iDeCo

月約6.9万円(満額) (令和７年度) 月約15.1万円(平均) (令和５年度末) 月約6.9万円(満額) (令和７年度)

年
金
給
付

（公務員等※1）

※ 斜線部は任意加入

iDeCo

6,757万人

第１号被保険者
（国民年金のみ加入）

第３号被保険者
（国民年金のみ加入）

第２号被保険者等※２
（国民年金と、厚生年金に加入）

加入者数 1,368万人 加入者数 4,748万人 加入者数 641万人

３
階
部
分

２
階
部
分

１
階
部
分

給
付
額

被
保
険
者

（自営業者、厚生年金適用とならない被用者、無職、学生等） （会社員、公務員等） （第２号被保険者の被扶養配偶者）

企業年金・個人年金

※１ 被用者年金制度の一元化に伴い、平成27年10月1日から公務員および私学教職員も厚生年金に加入。また、共済年金の職域加算部分は廃止され、新たに退職等年金給付が創設。
ただし、平成27年9月30日までの共済年金に加入していた期間分については、平成27年10月以後においても、加入期間に応じた職域加算部分を支給。

※２ 第２号被保険者等とは、厚生年金被保険者のことをいう（第２号被保険者のほか、65歳以上で老齢、または、退職を支給事由とする年金給付の受給権を有する者を含む）。 4

（令和６年度末）
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２．年金制度に関する

周知・広報の推進
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年金制度改正法に関する厚生労働省HPによる周知・広報について

年金制度改正法案を国会に提出した本年５月１６日に、厚生労働省ホームページに法案の詳しい内容に関する資料等を掲載した。
また、法案が成立した本年６月１３日以降は、施行に向けた周知・広報を行っている。
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年金制度改正法の内容を説明したショート動画について

年金制度改正法のうち、特に内容が重要かつ複雑な改正項目については、図解をメインに配したショート動画を作成し、YouTube
を活用した周知・広報を実施している。

11

【被用者保険の適用拡大等】

被用者保険の適用拡大の対象範

囲や、企業規模要件の段階的見

直しのスケジュール、支援策等

について説明。

【在職老齢年金制度の見直し】

在職老齢年金制度の仕組みや、

支給停止となる収入基準額の具

体的な引上げ額、引上げの効果

について説明。

【標準報酬月額の上限の段階的

引上げ】

標準報酬月額の上限の仕組み

や状況、具体的な引上げ額、引

上げの効果について説明。

【基礎年金の底上げ】

経済が好調に推移しない場合に

基礎年金の将来の給付水準を上

昇させる措置を講じた場合の、

厚生年金受給者が生涯に受け取

る年金受給総額への影響を説明。



被用者保険適用拡大の広報（好事例を踏まえた新たな広報コンテンツ）

令和５年度に実施した企業へのヒアリングの結果などを踏まえ、複数の企業で共通して実施している取組などを参考にした新た

な広報コンテンツを作成し、令和６年４月にリニューアルした「適用拡大特設サイト」に掲載、関係団体などと協力した周知も実施。

当該特設サイト並びに手引き及びチラシ等について、令和７年年金制度改正の内容を反映して令和７年度末に更新予定。

人事労務管理者向け手引き 従業員向けチラシ 従業員向けショート動画
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現行の公的年金シミュレーターの概要

◼ 公的年金シミュレーターは、令和２年改正年金法を分かりやすく周知すること、働き方や暮らし方の変化に伴う年金額の変化を「見え

る化」することを目的として、令和４年４月から運用を開始した。

◼ ねんきん定期便の二次元コードを読み取るなどして将来の年金受給見込額を簡単に試算でき、働き方や暮らし方の変化に応じた年

金額の変化も試算できる。令和５年4月に年金受給開始時点での税や保険料の大まかなイメージを表示する機能を追加し、同年７月

には民間サービスとの連携に向けたプログラムを公開、令和６年１月には在職定時改定の試算機能を追加した。

◼ 公的年金シミュレーターを利用して、実際に試算を行った回数は令和７年11月30日時点で1,045万回超。

■ 公的年金シミュレーターの特徴

【簡単でスムーズな操作性】
• ID・パスワードは不要で、すぐに試算を始めることができる。
• 「ねんきん定期便」の二次元コードを利用すれば、よりスムーズに入力が可能。

【グラフを表示しながら試算できる】
• スライドバーを動かすと年金額の変化が一目で分かる。

【データ管理も安心・安全】
• 個人情報は記録、保存されない。

■ 公的年金シミュレーターの使い方

第18回社会保障審議会年金部会
2024年９月20日

資料４
(一部改変)
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次期公的年金シミュレーターの新たな機能を設ける目的

14

◼ 公的年金には老齢年金だけでなく障害年金等(注)があり、予測できないリスクに備えるための生涯を通じた保険である
ことについて、若い世代を中心として理解を促す。

◼ 障害年金については、老齢年金と異なり最低保障機能（※）があること、一方で、保険料納付などの受給要件を満たす必
要があることの理解を促す。

※ 障害年金は、一定の支給要件を満たした場合、障害基礎年金（２級）については、保険料納付期間にかかわらず老齢基礎年
金満額（40年加入）と同額が支給され、障害厚生年金については、被保険者期間が300月（25年）未満で300月とみなして年
金額が計算される。また、障害が重い場合（１級）には年金額が1.25倍になる。

障害年金の試算機能を設ける目的（案）

◼ 私的年金のうち、すべての国民年金被保険者が加入できる共通の制度であるiDeCoについて、仕組みや特徴を国民に周
知し、試算額を「見える化」することで、iDeCoの利活用の際の参考にしてもらうことを目的とする。

◼ iDeCoの利用に至っていない方や十分に活用できていない方を主な対象として想定し、シミュレーターの試算機能を使
うことにより、iDeCo利活用の具体的なイメージを持ってもらう。

iDeCoの試算機能を設ける目的（案）

（注）遺族年金については、障害年金より制度が複雑なため、利用者のモバイル端末の性能や試算機能の使いやすさ等を踏まえ、
どのような試算機能を追加し得るかについて検討する。

（注）企業年金は、事業主ごとに設計等が異なることから、統一的に表示できるiDeCoについてまず対応することとする。

第18回社会保障審議会年金部会
2024年９月20日

資料４



Ⅱ 年金事業運営関係
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１．国民年金保険料の

収納対策について
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国民年金保険料の収納対策について

【納付率引上げに係る目標】

〔日本年金機構第４期中期計画（令和６年４月～令和11年３月）（抜粋）〕

・ 現年度納付率については、行動計画に基づき、効果的・効率的に収納対策を実施し、中期目標期間中に80％
台前半を目指す。

・ また、国民年金保険料の最終納付率については、中期目標期間中に80％台後半を目指す。

◇ 80％台半ばへの到達という目標を持って取り組んだ結果、国民年金第１号被保険者の令和
６年度の最終納付率（令和４年度分保険料）は、84.5％、前年度から1.5ポイント増加。

◇ 日本年金機構が発足した平成24年度の最終納付率64.5％から20.0ポイント増加し、12年連
続で上昇、統計を取り始めた平成16年度の最終納付率以降、最高値。

◇ 令和６年度の現年度納付率は78.6％（前年度から0.9ポイント増）、平成23年度の現年度
納付率から13年連続で上昇。

◇ 国民年金第１号被保険者が減少する中、現年度分の納付月数は令和５年度より約11万か月
増加。全額免除・猶予者は592万人と令和５年度より４万人減少。

○ 国民年金保険料の納付対策については、これまで納付督励や免除等勧奨業務を受託する事業者との連携強化、口
座振替やクレジットカード納付、コンビニでの納付の促進、スマホ決済アプリでの納付の導入等による保険料を納めや
すい環境づくりなど、保険料の収納対策の強化に取り組んできたところである。

○ 近年では、納付率の更なる向上を図るため、年齢や所得、未納月数等、未納者の属性に応じて効果的に納付書、催
告状等の送付を行うとともに、控除後所得300万円以上かつ未納月数７月以上の全ての滞納者に対する督促を実施
しているほか、悪質な滞納者に関する厚生労働省から国税庁への強制徴収委任制度の活用など、収納対策の強化
を図っている。

○ 効果的な追納勧奨の実施など無年金・低年金の発生抑止に繋がる対策、今後増加が見込まれる外国人対策につい
て市町村、出入国在留管理庁等と連携した未納を防ぐための効果的な収納対策を実施することとしている。
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○ 公的年金加入対象者全体でみると、約９９％の者が保険料を納付。（免除及び納付猶予を含む）
○ 未納者（注1）は約７２万人、未加入者（注2）は約４万人（推計値）。（公的年金加入対象者の約１％）

注１）未納者とは、国民年金第１号被保険者であって２４か月（令和５年４月～令和７年３月）の保険料が未納となっている者。

 ２）令和４年公的年金加入状況等調査の結果による推計値。

 ３）令和７年３月末現在。国民年金第１号被保険者には、任意加入被保険者（２１万人）が含まれている。

 ４）令和６年３月末現在。共済組合は、第２～４号厚生年金被保険者。

 ５）保険料納付者の人数は、国民年金第１号被保険者数から未納者数、法定免除・申請全額免除者数及び学特・猶予者数を単純に差し引いて算出したもの。

   ６）上記の数値は、それぞれ四捨五入しているため合計とは一致しない場合がある。

≪公的年金加入者の状況（令和６年度末）≫

未加入者 ４万人（推計値）

未納者 ７２万人

法定免除・申請全額免除者  ３７６万人
学特・猶予者 ２１６万人

保険料納付者
７０４万人

国民年金第１号被保険者
１，３６８万人

公的年金加入者
６，７５５万人

国民年金第２号被保険者等
４，７４６万人

第１号厚生年金被保険者
４，２８５万人

共済組合 ４６１万人

国民年金
第３号被保険者
６４１万人

（注3）

（注４）

７６万人
（注２）

（注１）

（注５）

６，７５９万人

公 的 年 金 制 度 全 体 の 状 況
（国民年金第１号被保険者の加入状況等）

18
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月
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（
百
万
月
）

納
付
率
（
％
）

（年度）

納付対象月数（現年度分）

納付月数（現年度分）

最終納付率

現年度納付率

平成 令和

国民年金第１号被保険者の保険料納付率推移（日本年金機構発足後）

注１ 納付率（％）＝
納付月数

納付対象月数
×100

納付対象月数とは、当該年度分の保険料として納付すべき月数（申請一部免除月数は含み、法定免除月数、申請全額免除月数、学生納付特例月数、
納付猶予月数及び産前産後免除月数を含まない。）であり、納付月数はそのうち当該年度中（翌年度４月末まで）に実際に納付された月数である。
ただし、納付対象月数及び納付月数には免除等に係る追納月数は含まれていない。

注２ 保険料は過去２年分の納付が可能であり、最終納付率とは、過年度分の保険料として納付されたものを加えた納付率である。
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強 

制 

徴 

収

納 

付 

督 

励

免 

除 

等 
勧 

奨

免除等の周知・勧奨

納付督励の実施

文 書
R4年度    3,875万件

R5年度    3,826万件

R6年度    4,150万件

電 話

R4年度   1,944万件

R5年度   1,873万件

R6年度   1,904万件

戸別訪問（面談）

R4年度     423万件

強制徴収の実施 ⇒ 不公平感の解消と波及効果

市
町
村
か
ら
の
所
得
情
報
（
令
和
２
年
度
以
降
は
、
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
か
ら
取
得
）

・最終催告状、督促状、財産差押の件数は当該年度に着手した件数

・質の向上
・効率化

度
重
な
る

督
励
に
も

応
じ
な
い

国民年金保険料収納対策のスキーム（概念図）

○納付督励の外部委託（H17.10～）

※令和5年5月以降、外部委託による戸別訪問は実施していない。

○国税庁への強制徴収委任
［基準］ 所得1,000万円以上かつ滞納月数13月以上（H27.10～）
［実績］ R4年度 10件 →  R5年度 86件 →  R6年度 82件

令和４年度 令和５年度 令和６年度

最終催告状 189,009件 176,779件 168,456件

督促状 133,476件 102,238件 99,962件

財産差押 12,784件 30,789件 26,797件

 ※納付月数のうち現年度納付月数

○ 口座振替納付
※R6.3～口座振替の電子申請を導入

（利用状況）                    

R4年度   R5年度  R6年度
  2,998万月  → 2,917万月 → 2,876万月

○ クレジットカード納付
（利用状況）

R4年度   R5年度  R6年度 
 548万月  →   587万月 → 618万月

○ ２年前納制度
・口座振替による２年前納制度
（利用状況）                      

R4年度  R5年度  R6年度
27万件 →  31万件 →  25万件

・現金及びクレジットカードでの
２年前納制度 

（利用状況）

R4年度   R5年度  R6年度 
    17万件  →    17万件 → 39万件

○ コンビニ納付
（利用状況）

R4年度  R5年度  R6年度 
  2,142万月  → 2,108万月  →  2,057万月 

○ インターネット納付
※R6.8～「納付書によらない納付」を導入

（利用状況）

R4年度   R5年度  R6年度 
   743万月  →   888万月  →   972万月

うち

スマートフォン決済アプリ納付
 ※R5.2～導入
（利用状況）     

R4年度  R5年度 R6年度 
13万月  →   225万月  →  339万月

・免除や学生納付特例（学生の間の保険料納付を猶予し、後で納付できる仕組）を周知・勧奨し、
年金受給権の確保と年金額の増額を図る。

○ 納付猶予対象者の拡大（H28.7～）

○ 申請免除の簡素化（①所得に係る税未申告者の申請手続きの簡素化H26.10～

②失業等による特例免除の添付書類の簡素化R5.3～）

○ 免除の遡及期間の見直し（H26.4～）

○ 免除委託制度開始（H28.4～）

○ マイナポータルを利用した免除等申請手続きの開始（R4.5～）

※控除後所得300万円以上かつ７月以上保険料

を滞納している方が対象

納めやすい環境づくりの整備

未

納

者

普及・啓発活動等
○年金制度の安心感、有利性をわかりやすく伝え国民の不安の払拭 ○学生等に対し年金制度の意義等に関する理解の促進 ○ねんきん定期便等、きめ細かい情報・サービスの提供

令和４年度 令和５年度 令和６年度

文書 1,027万件 972万件 903万件

電話 1,918万件 1,841万件 1,877万件

戸別訪問 409万件

合計 3,354万件 2,813万件 2,780万件
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外国人に対する国民年金の適用・納付対策

１．海外転入者に対する適用・納付対策
○ 海外転入者への勧奨・適用の早期化、適用後の納付対策
・ 海外からの転入者については、令和６年10月より海外からの転入者の本人確認情報を新たにJ-LISから月次プッシュ型で取得し、本

人への勧奨を経て職権適用（令和７年１月～）。また、本人へ送付する適用勧奨状に同封するわかりやすい日本語のリーフレットに、

英語版の適用勧奨状を確認できるＱＲコードを記載（令和７年６月～）。

・ 海外からの転入を契機に職権適用を実施した後、未納が解消されていない外国人に対して、英語・わかりやすい日本語によ

る文書勧奨（令和７年５月～）及びわかりやすい日本語による年金事務所への来所案内を送付（令和７年８月～）。

２．多言語対応等の環境の整備
○ 外国人向けの周知等の充実
・ 外国人の利用の多いSNSとして、新たにFacebookを活用し、英語・わかりやすい日本語での情報発信を実施（令和７年８月～）

・ 外国籍の従業員を雇用する事業主等に対して、国民年金保険料の納付義務や制度について周知するリーフレットの配布（令和７年

７月～）
・ ターンアラウンド方式（本人あて送付される、あらかじめ情報が記載されたはがき形式の申請書）の免除・納付猶予申請書、学生

納付特例申請書や、口座振替申出書について、英語版の記載例を作成（令和７年３月～）

・ 外国人に対する対面業務を円滑にするため、一部の年金事務所で翻訳機による外国人対応を試行実施（令和７年７月～）

３．外国人支援団体等の関係機関との連携

・ 留学生に対して、学生納付特例制度に係る日本語版・英語版のパンフレット及びポスターを作成し、文部科学省と連携の上、大学
等の学内への配備、掲示板等への掲示を依頼（令和６年11月～）をしているところ、より外国人留学生へ伝わりやすくする観点から、

パンフレット及びポスターのレイアウトの見直しを行い、大学等へ再度の掲示を依頼（令和７年10月～）
・ 監理団体（※）に対して、外国人技能実習機構（OTIT）と連携し、年金事務所から管轄地域内の監理団体へ技能実習生に対する国
民年金の手続支援等について協力を依頼（令和７年６月～）

（※）実習実施者等と技能実習生等との雇用関係のあっせん及び実習実施者に対する技能実習の実施に関する監理を行う非営利法人

    ・ 地域国際化協会に対して、自治体国際化協会（CLAIR）と連携し、外国人に対する制度周知に係る協力依頼を実施
                                                                                                          （令和７年５月～）

・ 市町村国際交流協会に対して、地域国際化協会と連携し、外国人に対する制度周知に係る協力依頼を実施（令和７年10月～）
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２．国民年金事務費交付金等

について
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〔 令和７年度予算額:311億円 令和８年度要求額:331億円 〕

◇ 地方財政法（昭和二十三年法律第百九号）（抄）
 （地方公共団体が負担する義務を負わない経費）
第十条の四 専ら国の利害に関係のある事務を行うために要する次に掲げるような経費については、地方公共団体は、その経費を負担する義務を負わない。

一～六（略）
七 国民年金、雇用保険及び特別児童扶養手当に要する経費
八～九（略）

◇ 国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）（抄）
 （事務費の交付）
第八十六条 政府は、政令の定めるところにより、市町村（特別区を含む。以下同じ。）に対し、市町村長がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によっ

て行う事務の処理に必要な費用を交付する。

１ 市町村の法定受託事務に対する交付

○ 基礎年金及び福祉年金、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に係る事務の一部
は、法定受託事務として市町村が行っている。

○ 法定受託事務に必要な費用は、市町村に負担義務はないものとされており、事務に要
する費用は国が交付することとされている。

基礎年金等事務取扱費
（適用等事務、給付事務、免除事務）

福祉年金事務取扱費

特別障害給付金事務取扱費

２ 国民年金事務に係る市町村との協力・連携に対する交付

○ 法定受託事務に付随する事務や相談等について、地方分権一括法による国民年金事務
の見直しに伴い、国と市町村の協力・連携のもとに実施している。

○ 協力・連携に必要な経費については、国が交付している。

➢ 協力・連携に係る経費については、厚生労働大臣が定める交付要綱において算定方法を定めている。

協力・連携に要する交付金

➢ 基礎年金等事務費交付金について、政令において、従来は、事務に要する被保険者１人当たりの費用を基準単価として定め、被保険者数を基に交
付金総額の算定の考え方を規定していたところ、令和２年度以降は、市町村の基礎年金等事務を適用等事務、給付事務、免除事務の３区分に分類し、
３区分ごとの単価により算出した額を合計した額を交付金の総額とするよう政令の改正を行った。
➢政令に規定する３区分ごとの基準単価を基に、人件費算定基礎額及び物件費算定基礎額に３区分ごとの人数を乗じ市町村毎の交付金額を算定する方
法を省令において規定した。

国民年金事務費交付金等の概要
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「法定受託事務」とは、 国が本来果たすべき役割に係る事務であって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして
法律又はこれに基づく政令に特に定めるものであり、必ず法律・政令により事務処理が義務付けられる。また、是正の指示、代執行等、
国の強い関与が認められている。（総務省HP「地方自治制度」より）

事務の内容 根拠条文

１．被保険者（第３号被保険者を除く。）の資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更等
に関する届出を受理し、その届出に係る事実を審査（※１）するとともに、厚生労働大臣に報告（※２）す
ること。

国年法12①④

２．任意加入（高齢任意加入を含む。）及び資格喪失の申出を受理し、申出に係る事実を審査するととも
に、厚生労働大臣に報告すること。

国年令1の2一

３．保険料の全額、３／４、１／２、１／４の免除、学生納付特例、納付猶予、産前産後免除の申請を
受理し、申請に係る事実を審査するとともに、厚生労働大臣に報告すること。

国年法105➀
国年令1の２九、十

４．付加保険料納付・辞退の申出または該当・非該当の届出を受理し、申出に係る事実を審査するとともに、
厚生労働大臣に報告すること。

国年令1の2七

５．受給権者からの第１号被保険者期間（任意加入期間を含む）のみの老齢基礎年金等の裁定その他
給付に係る申請等を受理し、申請等に係る事実を審査するとともに、厚生労働大臣に報告すること。

国年令1の2三

６．第１号被保険者（任意加入及び高齢任意加入含む）及び老齢基礎年金を除く受給権者の死亡に
関する届出書を受理し、届出に係る事実を審査すること。

国法105①④，国年令
1の2四、十

※１ 市町村が行う事実の審査とは、市町村の保有する公簿（戸籍、住民票、市町村民税課税台帳等）により、住所・氏名・生年月日及び所得の状
況等を確認することをいう。 

※２ 厚生労働大臣への報告は、国民年金法の規定に基づき、厚生労働大臣から日本年金機構に事務が委任されている。

国民年金事務に係る市町村の法定受託事務
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○「市町村との協力・連携」について、地方分権一括法による国民年金事務の見直しの際に法定受託事務と整理されなかった資格取
得時等における保険料納付案内、口座振替、前納の促進事務や相談等について、被保険者に対するサービス低下を来たさぬよう、
国と市町村との協力・連携のもとに実施している。

○なお、 この協力・連携に必要な費用についても、必要な財政措置を行っている。

※協力・連携の状況(令和６年度)の値は1,741市町村（特別区を含む）のうち、当該事項について協力のあった市町村数である。（決算前速報値）

協力・連携の状況（令和６年度）

１ 資格取得時等における保険料納付案内､
口座振替､前納の促進

(1) 納付督励（資格取得届、氏名変更届、住所変更届） １，６７９市町村

(2) 口座振替申出受理・クレジットカード納付申出受理、前納申出受理 １，５５４市町村

２ 保険料納付督励広報記事等の広報誌への掲載 １，５９４市町村

３ 市町村において行われる相談業務 １，６３８市町村

４ 各種情報提供

(1) 所得情報の提供（紙） ９８市町村

(2) 所得情報の提供（磁気媒体） ７市町村

(3) 電話番号の情報提供 １，３３６市町村

(4) その他の情報提供 １，４３３市町村

(5) 法定受託事務以外の申請書等回付 １，３９２市町村

５ 障害者手帳交付者への障害年金周知 ８１３市町村

６ その他地域の実情を踏まえた協力 申請免除該当者への案内状送付 ５３０市町村

国民年金事務に係る市町村との協力・連携
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国民年金事務費交付金等の事務の流れ

翌 年 度令和７年度

［精算交付のスケジュール（見込み）］ 

１月下旬 基礎数値等の提供（日本年金機構→市町村）
２月中旬 基礎数値等の提供（日本年金機構→年金局→厚生局）
２月中旬 交付申請（見込）（年金局への報告期限）
３月上旬 事務費政令・省令公布
３月上旬 交付要綱取扱通知
３月中旬 交付申請（年金局への申請期限）
３月下旬 交付決定
３月下旬 精算交付（年金局から支払い）
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３．国民年金システムの

標準化について
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国民年金システムの標準化について

■これまでの取り組み

⚫ 令和４年５～６月にかけて、標準仕様書（案）に対する全国意見照会を実施。その結果を踏まえ、市区町村、シ

ステムベンダー等が参画する研究会で議論を進め、「国民年金システム標準仕様書（1.0版）」を令和４年８月末

に公表。

⚫ 引き続き調査研究を継続し、研究会における議論や意見照会の結果を踏まえ、令和５年３月末に1.1版、令和６年

３月末に1.2版、令和７年１月末に1.3版を公表。

デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和６年６月21日閣議決定）において、「基幹業務システムを利用する全

ての地方公共団体が、原則 2025 年度までに、ガバメントクラウド上に構築された標準準拠システムへ円滑かつ

安全に移行できるよう、環境を整備する」こととされ、制度所管省庁が標準仕様書を作成することとされている。こ

れを踏まえ、令和４年８月に「国民年金システムの標準仕様書（1.0版）」を作成して以降、標準化の範囲や仕様に

ついて精度を高めるための調査研究を進めている。 ※参照URL：標準仕様書（国民年金）｜厚生労働省

■令和７年度における調査研究事業

⚫ 研究会の議論や全国意見照会の結果を踏まえ、制度改正事項を中心に２回の改定を実施。

   ・令和７年８月末：1.4版の公表（国民年金第１号被保険者の育児期間保険料免除事務に必要な機能等の追加）

・令和８年１月末：1.5版の公表予定（特定親族特別控除の創設に伴う一部機能等の見直し）

■令和８年度における調査研究事業（予定）

⚫ 令和８年度も引き続き、仕様の更なる精度向上のための調査研究を実施する予定としている。

⚫ 標準仕様書の改定については、すでに市区町村の標準準拠システムへの移行目標時期が到来している状況等を踏

まえ、改定の必要が生じた場合に実施予定。
28
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４．市区町村国民年金事業功績

厚生労働大臣表彰について
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「市区町村国民年金事業功績厚生労働大臣表彰」について

・国民年金事業に対する功績（納付率向上の実績、他の市区町村の参考になる取組の実施など）が顕著であり、他の模
範と認められる市区町村に対して、その功績を称え労苦に報いるとともに、国民年金事業の発展に寄与することを目
的とし、平成29年度より開催。

・令和７年度は、８月29日（金）に厚生労働省において表彰式を開催し、以下の４市区が受賞。

市区名 選定した主な理由

船橋市
（千葉県）

・外国人相談窓口を設置し、タブレット端末や外国語に対応できる相談員を配置することで、外国人転
入者に対し年金制度や資格取得手続きの確実な案内を実施した。

・「国民年金1号加入の方へ」という独自のリーフレットを作成し、口座振替、免除勧奨、前納勧奨等
の案内を実施したことで制度周知に貢献した。

大田区
（東京都）

・障害基礎年金の制度や手続きの流れについて、４種類の独自のパンフレットを作成し、区内の関連部
署のほか、特別支援学校や就労支援施設等にも配布を行い、制度周知に貢献した。

・日本語学校に通う生徒が円滑に資格取得及び免除申請の手続きができるよう、区役所職員が日本語学
校の職員に対し、年金制度や記入方法について説明を実施した。

和泉市
（大阪府）

・国民年金手続の電子申請案内用のリーフレットについて、利用者にとって登録手続から結果の通知ま
での流れがわかりやすくなるよう、年金事務所に対してレイアウト等の改善提案を行い、日本年金機
構の承認を受けたリーフレットを作成した。
リーフレットは和泉市のほか年金事務所管内の市区町村でも使用され、電子申請の周知に貢献すると
ともに個人向けオンラインサービスの利用・登録者数の増加につながった。

神戸市
（兵庫県）

・｢障害年金相談サポートセンター」を設置し、テレビ電話を活用した遠隔相談を導入。センターには
障害年金の知識・経験を有する職員を配置し、市内全拠点に来庁した住民からの相談にいつでも対応
できるよう体制を整備している。
テレビ電話では、センター職員が区役所職員からの照会や住民への直接聞き取りを行うことで、迅速
かつ適切な説明を行うための相談体制が構築されており、住民サービスの向上につながった。 30



５．年金手続のデジタル化の推進
について
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年金手続のデジタル化の推進（各種申請手続、情報提供、決済手段）

紙による申請

日本年金機構から

紙で郵送

納付書を持参して

支払い

マイナポータルからの電子申請が可能に
国民年金保険料免除申請、学生納付特例申請、国民年金第１号被保険者資格取得届（R4.5～）、付加保険料納付申出、産前産後免

除該当届、口座振替納付申出書（R6.3～）、年金受取機関変更届（R7.1～）、育児免除該当・終了届（R8.10～（予定））

保険料控除証明書などを日本年金機構（ねんきんネット）から利活用可能なデータ形式

でマイナポータルに電子送付（e-TAXに取り込むことにより、簡単に確定申告が可能）
国民年金保険料控除証明書（R4.10～）、年金給付に係る源泉徴収票（R5.1～）

オンライン事業所年金情報サービスにより、保険料や被保険者の情報をデータ形式で

e-Govに電子送付
保険料額情報、増減内訳書/算出内訳書、被保険者情報、決定通知書（R5.1～）、保険料納入告知額領収済額通知書（R6.1～）、

業務受託社労士も送付先に追加（R7.1～）

納付書のバーコードをスマホで読み込みキャッシュレス納付が可能に
現行の口座振替やクレジットカード納付に加えて、●●payによる決済を開始（R5.2～）

プッシュ型でお知らせ文書をマイナポータルに電子送付、お知らせ文書から申請画面に

遷移し、そのまま電子申請が可能
国民年金保険料免除申請（R4.10～）、学生納付特例申請（R5.4～）、扶養親族等申告書（R5.９～）、老齢年金請求書（R6.6～）、

65歳裁定請求書（ハガキ）等（R7.1～）

⚫年金手続について、紙による申請や紙での郵送から、順次、デジタル化を進めている※。

⚫あわせて、国民年金保険料についてスマホアプリによりキャッシュレス納付できる環境整備に取り組んでいる。

申
請
手
続
の
電
子
化

郵
送
物
の
電
子
送
付

電
子
決
済

個
人

個
人

事
業
所

個
人

※事業所にかかる主要７届書（資格取得届等）における電子申請割合は73.9％（令和7年3月末）となり、令和元年度23.9%から50.0%上昇。

マイナポータルを活用した電子申請の実施
法人設立OSS(R2.1～）、GビズID（無料）の活用（R2.4～）、大規模法人の電子申請義務化（R2.4～）、社保税OSS（R2.11～）

事
業
所
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6．障害年金の相談体制の充実

について

33



障害年金の相談体制の充実について

※障害年金ヘルプデスク

 市区町村窓口で障害年金の相談対応をされる職員の方のサポートとして、平成29年から日本年金機構の

 障害年金センターに、市区町村向けのヘルプデスクを設置している。

これまでも市区町村との連携を強化するために厚生労働省ホームページ上で「市町村国民年金事務サポートツー

ル」を運営するなど取り組んできたところ。

これらに加え、障害年金ヘルプデスク（※）に寄せられた照会事例等をもとにＱ＆Ａや返戻事例集を令和５年度

に情報提供しており、今後も内容を充実させることを予定しているので、市区町村窓口での相談対応時や職場内研

修等にご活用いただきたい。

① 障害年金ヘルプデスクＱ＆Ａの作成

● 障害年金ヘルプデスクに寄せられた照会のうち、照会件数が多い事例を中心にＱ＆Ａを作成。

② 返戻事例集の作成

● 障害年金センターで行った市区町村や年金事務所への請求書等の返戻事例について、返戻事例集を作成。

■障害年金ヘルプデスクに寄せられた照会事例等のフィードバックの実施

障害年金ヘルプデスクの受付状況（令和７年４月～10月）

平均／月 平均／日

約5,300件 約250件
34



7．令和７年度税制改正による

所得税の基礎控除の見直し等

について
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令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

令和７年度税制改正により、①所得税の基礎控除の引き上げ、②特定親族特別控除の創設、③同一生計配偶者及び扶養親族の所得要件の引き上げ

が行われた。

①所得税の基礎控除の引き上げ

・基礎控除額を48万円から合計所得金額に応じた額に引き上げ（例えば、合計所得金額が132万円以下の場合は95万円など）

②特定親族特別控除の創設

・年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の親族（特定親族）を有する場合、その特定親族1人につき一定の金額を控除

③同一生計配偶者及び扶養親族の所得要件の引き上げ

・同一生計配偶者及び扶養親族の対象となる所得要件（合計所得金額）を48万円から58万円に引き上げ

①所得税の基礎控除の引き上げ

〇令和７年中に源泉徴収した所得税額の再計算を行い、税額に過納額が生じた場合は、令和７年12月の年金支払時にその過納額を還付する。

〇上記の精算後でも、なお年間の源泉徴収税額がある方のうち、合計所得金額132万円以下の方（例えば年齢65歳以上で公的年金等の収入額が

242万円以下の方等）は、確定申告をすることにより還付を受けられる場合がある。

②特定親族特別控除の創設及び③同一生計配偶者及び扶養親族の所得要件の引き上げ

〇令和７年中に以下のケースに該当する方は、確定申告により所得税の還付を受けられる場合がある。

・ 特定親族特別控除の対象者がいる方（年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の親族を有する方）

・ 扶養親族等の所得要件の引上げによる扶養控除等の対象者がいる方（同一生計配偶者及び扶養親族の対象となる所得要件が、48万円から

58万円に引き上げられたことにより、新たに扶養親族等の要件を満たす者を有する方）

■令和７年度税制改正の概要

■公的年金等に係る所得税の基礎控除の見直し等への対応

※参照URL：令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について｜日本年金機構
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年金局 施策照会先一覧 （厚生労働省代表電話 ０３－５２５３－１１１１）

施策事項（資料ページ） 所管課室 担当係 担当者 内線

Ⅰ 年金制度関係（P２～14）

１．最近の公的年金制度の動向（P３～８） 総務課 企画係 岡田 3316

２．年金制度に関する周知・広報の推進(P９～14） 総務課 年金広報企画室 中村 3398

Ⅱ 年金事業運営関係（P15～36）

１．国民年金保険料の収納対策について（P16～21） 事業管理課 国民年金管理係 新田 3664

２．国民年金事務費交付金について（P22～26） 事業管理課 収納対策・交付金係 平山 3565

３．国民年金システムの標準化について（P27～28） 事業管理課 収納対策・交付金係 平山 3565

４．市区町村国民年金事業功績厚生労働大臣表彰について（P29～30） 事業管理課 収納対策・交付金係 平山 3565

５．年金手続のデジタル化の推進について（P31～32） 事業管理課 企画係 添田 3682

６．障害年金の相談体制の充実について（P33～34）
事業管理課
給付事業室

障害給付係 北澄 3669

７．令和７年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
（P35～36）

事業管理課
給付事業室

年金給付係 松尾 3595
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